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東京地方裁判所 民事第16部

平成25年 (7)第25973号

損害賠償等請求事件

原告 森  裕子

被告  志岐 武彦

平成26年4月 H日

原 告 訴 訟 代 理 人

弁 護 士  小 倉   秀

準 備 書 面

第一 原告の主張の補足

― プログ闘買者の行動

1 ウェプサイトやプログの解析に関して、「直帰率J(FBOunce Rate」 または

「Epdt Rate」 とも呼ばれる。)という概念がある。これは、「ウエプサイトに訪

間した人が、入口となうた最初の1ページロだけを見て、サイト内9他のページ
:に

移動せずにサイトから離脱 (プラウザを開じたり、他のサイトに移動してその

サイトを退出すること)してしまう割合J(大倉ウェプマーケテイング合同会社

「インターネット広費用語辞典」 (httpl〃WW.。kuramktocom/dic/mkt/

erd‖血」)をいう。

ウェプ検索サービスやTWltt∝等のリンタをたどってプログ内の特定のエント

‐
 リーにアクセスした利用者は必ずそのままウェプブラウザを開じるか、または、

当該プログ外のページにアクセスし、決してそのプログ内の他のエントリーに続

けてアクセスすることがないのだとすれば、直帰率は10096ということになる。
.ま

た、ウェプサイトやプログの解析に関しては、「新規津uという概念もある

(「新規セ

'シ
ヨン判 、

'「
新規訪間率」とも呼ばれる。)。 これは、そのウェ

ブサイトやプログにアタセスした人のうち、初めてそのウェプサイトやプログに

アクセスした人の割合をいう。そのプログの内容を気に入り、何度もそのプログ

にアタセスする人の割合が増えれば新規率は低下する。そのプログ内のいずれか

のエントリーにアタセスした人は誰もそのプログ内の他のエントリーにアタセス

したことがなかつたという場合、そのプログの新規率は100%ということにな

る。

なお、プログの通常の読まれ方として、常に各エントリーは別個独立のものと

して読まれるというわけではなく、複数のエントリーが一度に読まれる場合が

多 あ々ることについては、情報法を専門としており、法とコンピュータ学会の理

事を務める鈴木IEm新潟大学法学部教授の陳述書 (甲第13号証の1)を証拠と

0002/023

御中



2014 04/i1 22120 FAX  03 3595 4i70 トウキヨウヒ▲カワ巾ウリツシ
゛
ムシヨ

して付することとする。なお、被告プログについて、各エントリー毎に独立して

いるという被告の主張が常識に反していることは、サンデー毎日の記者である鳴

海崇氏も陳述書 (甲第18号証)の中で述べている。

2 検索エンジンなどを介して新たにそのプログ内のエントリーにアクセスしてき

た人は、そのエントリーに記載●れている内容に関心がある場合が多いので、同

一プログ内の他のエントリーに関連する情報が記載されていることが分かると、

それらのエントリーにアクセスすることが多い。また、プログシステムにおいて

も、直帰率を低めるために、リンクの貼り方などを工夫している場合が多い。こ

のため、直帰率が100%であるプログサ~ビスというのほ稀である。直帰率が日

くなる要因としては、検索エンジンなどを介してプログ内の特定のエントリーに

アクセスしたユーザーがそのエントリーを見てそのプログを見限る場合と、その

プログに多くのリピーターがづいた場合とがあり得る (リ ピーターは、更新した

ばかりのエントリーにアクセスをしてそれで去つて行くので、そのプログから直

帰することになる。)。                   ・

本件被告プログが置かれている「mainJP」 の直帰率は60.20%である。プログ

の直帰率は、それほど高くないのである (なお、∞CdOg‐ni助みCOmで64,10%、

hate"L饒いで60,70%、 ameb10jpで 48。30%である。以上、甲第8号証ないし10

号証).なお、本件被告プログ自体の直帰率及び新規率は、被告の側でアタセス

解析ツールを用いればこれを知ることができる。

3 以上を前提に、被告プログについて検討する。

(J 平成25年7月から8月にかけての被告プログのエントリーは以下のとおりで

ある (甲第6号証ないし7号誠 。

7月 3日  やりもやつたり最高裁 !架空議決3運発 !二階秘書『不起訴不

当」、鳩山元首相「不起訴相当」、Jヽ沢元代表「起訴相当」

7月4日  最高裁は検察審査会制度を即刻廃.止せよ!架空議決で小沢総理

候補を抹殺 :日本の政治を無茶書茶に !

7月 5日  「最高裁の罠」著者志岐武彦が『最高裁による検審架空議決の

全て』を語ります 1(大阪で講演会実施)

7月 6日  山上秀明新任特捜部長は「小沢検察害の審査員選定くじヨ|き J

立会人だつたが、立会わず署名していた !

□003/023
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7月 8日  最高裁は、とてつもない大嘘で「小沢検審架空議決」を誤魔化

した |(その1:議決発表までの嘘リーク)

7月 10日 最高裁は、とてつもない大嘘で「小沢検審架空議決」を誤魔化

した 1(そ の2:議決発表後は多量の偽造書類里示)

7月 12日  司法の暴走を斬る「小学館」 !SAP10 8月号「記者クラプメ

ディァは検察密における司法暴走に荷担している」と批判

7月 16日  「最高載が回策した小沢検審架空議決」の解説を動画で流しま

した !

7月 17日  最高裁が「9月 に入り平日頻繁に集まつた」と大嘘リークでき

たのは「審査員がいないから」 l.

7月 18日  最高裁の 幣 起訴議決」 (一回目審査)が小沢総理誕生を消

した !

7月 19日 '最高裁 口検察は、如何にして鳩山元首相に「小沢幹事長にも職

を辞して頂きたい」と言わせたか !

7月 21日  「架空議決」するために、最高裁は「審査員のいない検察審査

会」を4か所も新設した !

7月 23日 司法の正義などない日本 !最高裁による小沢抹殺の汚い手口 !

7月 24日 司法崩壊を食い止めるため最高裁と問う仲間違

7月25日 大新間が絶対に書けない"小岬 驚愕の真実 !

7月 27日  『検― 議決」は世界に類を見ない最高裁判所犯罪 :こ れが

民主党革命政権を激した !

・
7月 29日 森ゆうこ前議員までもが「小沢検審議決は検察捏造報告書の誘

導」と、架空議決を否定 !

8月 1日  最高裁は、小沢氏を確実に起訴するためには、生半可な「審査

員誘導」という手は取らない !

8月 2日  八木啓代氏「志岐の架空議決説は妄想」と、とんでもない中

傷 :

・3‐
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8月 4日  架空議決の決定的証拠 !『9月 8日「これから審査が本格化」と

一斉報道しながら、その後審査会議開かず9月 14日議決』

8月 6日  「検察官の説明なしでの検審起訴議決」も審査会議が開かれな

かった決定的証拠 :

8月 7日 誰力続 んでも分力も嘱膚検黎 議決
:の

決定的
評
拠 !

8月 9日  F斉藤検察官が議決後検客に説明に行つた」の証人X氏は、森

ゅうこ前議員の協力者 !                ‐

8月 10日  検察捏造報告書流出の意図 !「架空議決説」を否定する動き

か?

8月 ll tt X氏 (森前議員協力のフイタサー)力3-市民Tに語つた !「検

察握造報告書をロジアサーパー通し八木氏に流したのは私です」

8月 12日  X氏提供の重大情報「検察官の議決前篠審説明なしJは、「架

空議決」でしか起こりえない !

8月 14日 拝啓 森ゆうこ殿 一市民Tの周りで起こつた事実を,知 らせ

します l

8月 15日 私も書きたくもないことだが、「最高裁の罠」出版の経緯を明

らかにする !

8月 16日 小沢さん、何とかして下さい !―市民がこんな目に通つてま丸

8月 17日  検審疑惑報道は「小学館」だけ!「記渚クラブメデイアは検察

審における司法暴走に荷担」 (SAP108月 号)

8月 18日 森ゆうこさんにお尋ねしま
・
す !東京第五検密の審査員に足はあ

りましたか?               ,

3月 19日 最高裁の実像 I森ゆうこ前議員のプレーンX氏レポート「最高

裁の不祥事につ
vゝて」 l

8月 20日  『9月 8日 「これから審査が本格イヒ。議決は10月 の公算」とリ

ークし、9月 14日議洵 が可能なのは架空議決 !
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8月 21日  『検審架空議決」はやろうと思えば簡単です I空の「検察審査

会J新設すればよい !

8月 23ロ  ロ
小沢検審起鋼 の犯人は「検察」ではなく、「最高裁事務

総局J l

8月 24日  実態がナゾだらけ「検察審査会」メンパーはホントに存在する

のか?(2010年 H月週刊プレイポーイ)

8月 25日  国会議員は、「検察審査員は存在したか」疑惑を本気で解明し

た力S?         ・

3月 26日  r審査員はいた」の最高裁偽装工作はこれ !「審査員日当旅費

請求書J偽造し、お金は懐へ !

8月 27日  「審査会議が開かれていた」と思わせるため、最高裁ほ「小沢

事件以外の審査事件票19件」を創作してM前議員だけに見せたのか l

8月28日・・改正検察審査会法"で小沢抹殺 1それでも、「廃止せよ」と主

張する議員・法律家 0ジ ヤーナリストはいない !

(a このように、被告のプログは、平成25年7月から8月 にかけて、小沢議員に

対する強制起訴の問題、とりわけ被告自身の持論である「検審架空議決」説

と、原告に関する陰謀論を連続的に取り上げてきた。したがつて、小沢議員に

対する強制起訴の問題に関心を持ち、その問題に関する言葉をキーフードとし

て検索エンジン経由で被告のプログエントリーにアタセスしてきた利用者や、

「2ち ゃんねる」や「阿修濶 などの匿名掲示板に貼られたリンクを伝つて被

告のプログエントリーにアタセスしてきた利用者は、小沢議員に対する強制起

訴の問題に関するエントリーが被告プログ内にいくつもアップロードされてい

ることを知れば、それらにもアクセスしたくなるのは通常予想されることであ

る。また、積告のプログエントリーにより、原告の行動に問題がある、ある

いはX氏なるフイクサーが暗躍していると誤解した利用者は、原告やX氏の行

動について触れていそうな他のエントリ…も読んでみよう.と思うのは自然なこ

とである。

3 被告プログにおいては、右側のカラムにおいて、直近の10個のエントリーの

タイトルを列挙するとともに、それぞれのタイトル表示部分から当該エントリー

・5‐
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へのリンタを貼ちている。したがつて、8月 11日 に被告エントリー 2をアツプロ

_ド した徐 8月 14日付けのエントリーをアツプロ~ドするまでの間は、被告エ

ントリー 2にアクセスした利用者は、右側のカラムに被告エントリー 1のタイト

ルが表示されているのを見ることができ、その部分をクリッタして被告エントリ

ー 1にたどり着くことができたのである。同様に、8月 17日 に被告エントリー3

をアツプロ~ド した後8月 23日付けのエントリーをアツプロ~ドするまでに間

は、被告エントリー3にアタセスした利用者は、右側のカラムに被告エントリー

2のタイトルが表示されているのを見ることができ、その部分をクリッタして被

告エントリー2にたどり着くことができたのである。また、被告が被告エント

リー2をアップロードした平成25年3月 11日以降に後8月 23日付けのエントリー

をアップロードするまでの間に検栗エンジンなどを介して被告エントリー 1にア

タセスした利用者は、被告エントリー 1を読んだ後に、右側のカラム表示を見て

被告エントリー2にたどり着くことができたのである。同様に、被告が被告エ

ントリー3をアツプロードした平成25年8月 17日以降8月 28日付けのエントリー

がアツプロードされるまでの間に検索エンジンなどを介して被告エントリー2に

ァタセスした利用者は、被告エントリー2を読んだ後に、右側のカラム表示を見

て被告エントリー3にたとり着くことができたのである。

また被告プログの右側のカラムの下方には、各月毎のエントリー数を列挙して

いる部分がある。この部分に表示されている特定の年月の表示部分をクリッタす

ると、当該月にアツプロ~ドされたエントリーをつなげた一枚のウェブページが

表示されることになる (エントリーをめくるためにいちいちサーバにアクセスす

るのは面倒なので、一連のエントリーをまとめて読みたいときに、よく活用され

る。そういう読み方をしたい利用者が多いからこそ、malnjpを初めとする多く

のプログサ~ビスにおいてそのような機能が実装されているのである。)。 平成

25年7月 から8月 にかけての被告プログにおいては、前述の通り、エントリーの

内容が小沢議員に対する強制起訴の問題、とりわけ被告自身の持論である「検審

架空議決」説と、原告に関する陰謀論に集中しているから、このようなまとめ読

みをするのにはまさに適している。したがつて、平成25年8月 の後半に至つて

も、同月のエントリーをまとめ読みすることによつて、被告エントリー2と被告

エントリー3をほぼ同時期に読む利用者が相当数いたことは容易に想像できるこ

とである。

また、一ケ月分のプログエントリーをまとめ読みした利用者の中には、前月

分あるいは翌月分のエントリーもまとめ読みしたいと考えるものが少なくない。
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このため、malnjPを含む多くのプログサ~ビスにおいては、~ケ月分のエント

リーをまとめ読みできるベージの最下方に、前月分あるいは翌月分のエントリー

をまとめ読みできるベージヘのリンクを貼つていることが多い。被告プログにお

ぃても、例えば2913年 8月 分のエントリーのまとめページの最下方に、「《

2013年 9月 |プログトツイ 12013年7月 》」などという記哉部分があり、その

「2013年 7月 」という記載部分からは、2013年7月分のエントリーのまとめペ

ージヘとリンタが貼られている。したがつて、被告プログにおいても、平成25

年8月 のまとめぺ
=ジ

を読み終えた利用者が平成25年7月分のまとめページを同

時期に読んだ可能性 (並びに平成25年 7月 のまとめページを読み終えた利用者が

平成25年8月分のまとめページを同時期に読んだ可能性)は十分にある。この場

合、当該利用者は、被告エントリー 1と被告エントリー2を辱ぼ同時期に読んだ

とぃうことになる。

4 プログにおいてリピーターを増やすこつは、まめにプログを更新することと、

テ‐マを絞ること、そこでしか読めない記事を提供することの3点だと言われて

いる (甲第15号証。なおウェプデザイナーである松本肇氏も、「なるべくプロ

グのテーマを絞り込んで統一してみる」「見出しを付ける」「プログの更新頻度

を増やす」等をプログの読者を増やす方法の一つとして掲げている (甲第14号

証)。 )。 平成25年7月 から8月 にかけての被告プログは、そのいずれの要素も

兼ね備えている (被告プログは、平成25年 7月 には17本、8月 には25本のエント

リーをアツプロードしている。そして、それらのテーマは、小沢議員に対する強

制起訴に関するものにほぼ統一されている。そして、「検審架空議決」説や、原

告と最高裁の裏取引説等、そこでしか読めない記事が満載されている。)。 した

がって、被告プログには多くのリピ‐ターがついていたはずである (少なくと

も、リピーターがついていなかったと信ずべき理由は全くない。)。

また、被告自身、例えば「8月 10日 検察捏造報告書流出の意図 !「架空議決

説」を否定する動きか?Jというエントリーの末尾に「その続きは、次回プログ

で !」 と記載していることからも明らかなとおり、被告プログは、リピーターに

より、続きものとして連日読まれることが想定される。

プログのエントリーを一連のものとして読んでいる利用者は、それ以前に読ん

だエントリーの内容を踏まえながら新たなエントリーを読んでいるのが通常であ

'る
。それは、新聞、雑誌等の連載小説において既に掲載済みの部分の内容を踏ま

えながら最新の部分を読んだり、連続ドラマにおいて既に放送済みの回の内容を

踏まえた上で新たな回の番組を視聴したりするのと同様である。被告が一般人の

●008/023
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記憶力をどこまで低く見ているかは理解できないが、普通の人間は、その程度の

記憶力はあるのである。

5 実際、被告のプログを読んだ利用者の中には、原告が最高裁判所と裏取引をし

たものと誤解し、その旨を自分のプログエントリーで公開するものも現れている

し (甲第16号証)、 さらに、そのような誤解をした上で、原告を憎悪するにい

たり、原告の著書をバケツに入れて燃やし、その画像をインターネット上にアッ

プロードするものも現れている (甲第17号証の 1ないし2。 このような先鋭イ|

した行動をする人がいると言うことは、その裾野には、同じように原告F誤解

し、原告に失望し、原告を憎悪する人々が相当数存在することを窺わせるもので

ある。)。

二 幕実摘示と鵬評との区別
.

1 最判平成10年 1月 30日判夕967号は「表現に椎論の形式が採られている場合で

あっても、当該記事にういての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、当

該部分の前後の文脈や記事の公表当時に― が有していた知識ないし経験等も

考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の

事項を右推論の結果として主張するものと理解されるときには、同部分は、事実

を摘示するものと見るのが相当である」と判示している。これを前提に本件につ

いて、何が事実捕示にあたるのかを再検討する。

2 被告エントリー 1の④は、
・
「森氏らは、「架空議決Jを武器にして、裏で最高

裁を攻めていたと推測される。」とするものである。これは、小沢―郎議員が強

制超訴とされた件に関するものであるから、「小沢一郎議員について無罪判決を

出させるために、原告が、 F/Jヽ沢一郎氏に関して検察審査会は実際には開かれて

おらずt小沢議員に関する強制起訴議決は、実際にはなされていない架空議決で

ある」という主張のもと、非公式の場で、最高裁を攻撃していた」という事項を

「推測」という形で示したものであるが、この事項については、証拠等によって

その存否を決することができるものである。

また、被告エントリー 1の⑤は、「森氏にしてみれば、最高載泄及を止めて、

議決は検察の捏造報告書の誘導のせいにしてでも、早く小沢氏の無罪判決がほ

しかったのではないか。」とするものである。これは、「原告が、実際には小沢

一郎議員の強制趨訴議決が架空であると知っており、そのことをもって最高裁判

所を追及していたのに、早く小沢氏の無罪lll決が欲しかったために、『検察の揮

造報告書による誘導のせいで上記強制議決がなされた』ということにしてしまつ
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たJとの事項を、反語的表現によつて摘示したものであり、最高裁との間で裏取

引があつたここを示すものである。そして、この事項については、証拠等によっ

てその存否を決することができるものである。

さらに、被告エントリー 1の⑤には「森氏は疑惑だらけの検審に蓋をしただ

けでなく、起訴議決を検察のせいにして幕を引いてしまった。」との断定的な表

現すらある。ここでいう「疑惑だらけの検審に蓋をした」という表現が「架空議

決説を追及しないこととした」ということを指していること、「起訴議決を検察

のせいにして」という表現が「rJ、沢議員あ強制起訴議決は実際にはなかったのに

ぁったことにして最高裁事務総局の責任追及を中止し、その代わり、それが真実

でないことを知りながら、検察が捏造報告書により検察審査員を誘導したため

に起訴議決がなされてしまつたというストーリーを作りあι入 流布させた」とい

うことを示していることは、文脈から明らかである。そして、これらは、証拠等

によってその存否を決することができるものである。

3 被告エントリー2の②には「X氏が検察と大きなコネクシヨンがあるといつて

も、個人で捏造報告書を入手することはできない。人手に当たつては、小沢氏か

ら事件の外部折衝をまかされていた森前議員が関与していたとみた方が自然

だ。」との記載がある。「～とみた方が自然だ」という言い回しも推論であるこ

とを示す表現の一つである。したがつて、上記最高裁判例の基準が当てはまる。

曜造報告書」の入手に原告が関与していたか否かは証拠によつてこれを決する

ことが可能であるから、被告の上記表現は、「捏造報告書」の入手に原告が関

与していたとの事実を描示するものとみるのが相当である。  |

また、被告エントリー2の②には、「独断でX氏が八木氏に捏造報告書を届

けることもしないはずだ。 これも森前議員側の指示によるものと思われる。」

との記載がある。これは、「X氏が八木氏に捏造報告書を届けたのは原告側の指

示によるものだ」との、証拠等によってその存否を決することができる事実を捕

示したものと解するのが相当である.(更に言えば、被告エントリー2には、上記

記載に先立って、「X氏は、森前議員、平野貞夫氏を信頼しており、いつも両氏

の指示を仰いで行動していた」との記載があり、この直後に小見出しとして「森

前議員は2つの流出事件について自分には関係ないととぼけている」との記載を

置いている。このことから、上記記載における「森前議員側の指示」とはまさに

「森前議員」自身による指示であると読み手が受け取るようになつている。した

がって、上記記載における摘示事実は、「X氏が八木氏に捏造報告書を届けたの

は原告の指示によるものだ」との事実である。
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さらに、被告エン.ト リ… 2には「森前蘭員らは、捏造報告書をこそつと流出

させて、八木氏に騒がせる」との記載がある。これは、推論ですらなく、断定的

に、捏遺報告書を流出させた犯行グループの中に原告がいるとの事実を摘示して

いる。                1
さらに、被告エントリー2には、「 騒ぎはじめた八木氏とさらに2人で騒

ぐ。こうして、揮造報告書の存在を多くの人が知ることになつた。枢造報告書の

存在を知つた人は、審査員が存在し、報告書で誘導されたと思い込んでしま

う。」との記載がある。これも推論ですらなく、断定的に、「審査員が存在し、

報告書で誘導された」と国民を断すために、原告が捏造報告書を八木氏に流出さ

せ、八木氏とともに騒いだとの事実を摘示するものである。

さらに、被告エントリ‐2.に は、「森前議員は提造報告書を流出させ、最高裁

の犯罪に蓋をした。」との記載がある。これは推論ですらなく、断定的に、原

告が捏造報告書を流出させた旨の事実摘示を行うものである。

4 被告エントリー3には、「さて、最高裁と闘う政治家は森ゆうこ前参議院議員

だけだった。小沢判決前までは、森ゆうこ前議員、そしてそのプレーンX民と最

高裁追及をし続けた:」 、「ところが、小沢判決直前から森氏は変わつ

た。」、 曙 作「検察の罠」で『この議決は検察当局の捜査報告書の「捏造」

という犯罪によって誘導されたものである』と書かれたのをみて確信した。 捏

造報告書があるだけで審査員誘導と決めつけている。このことは、「審査員がい

るか、いないか」問題に決着をつけたということだ。森氏は最高裁の限りない疑

惑をそのままにして「審査員はいる」と言つてのけた」との言馘 がある。

「小沢判決直前から森氏は変わった」→「『審査員がいるか、いないか』問題

に決着を付けたということだ」→「森氏は最高裁の限りない疑惑をそのままにし

て『審査員はいる」と言つてのけた」との記載を読んだ上で「では、変わる前、

森氏は『審査員がいるか、いないか』問題について、どのような意見を持ってい

たか」を聞かれれば、まともな国語力を有している人間であれば「 i糧員はい

ない」との意見を持っていた」と答えるはずである。「審査員がいるか、いない

か」という2択の命題について「rJヽ沢判決の直前から変わつた」といわれれば、

「/1ヽ沢判決の直前」以降の意見とは反対の意見を有していたと理解するよりほか

ないからである。

すなわち、被告エントリー3においては、原告が「審査員はいない」という意

見、すなわち検察審査会架空議決説を信奉しており、同じく架空議決説を信じて

o01:/023
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いる被告・とともに、架空議決説に則つて、最高裁と戦い、最高裁を追及していた

との事実を摘示しているのである。

そして、被告の検察審査会架空議決説の内容は、被告エントリー 1に、

「1.公正なくじで選ばれた審査員は存在しない。

2.審査会議は開かれなかつた。

3,起訴議決は架空議決だつた。議決書が創作された。」

と記載されている。被告エントリー3にアクセスした人が、被告エントリー 1の

記載内容を前提に、被告エントリー 3を読むことが十分にあることは既に説明

したとおりである。

また、
・
被告プログにおいて被告エントリー3がアツプロードされる直前のエン

トリーは、

8月 1日  最高裁は、小沢氏を確実に起訴するためには、生半可な「審査

員誘導」という手ほ取らない !                  .

8月 2日  八木啓代氏「志岐の架空議決説は妄想」と、とんでもない中

傷 :

8月4日  架空議決の決定的証拠 :『9月 8日 「これから審査が本格化」と

一斉報道しながら、その後審査会議開ド ヽ月14回議決』

8月6日  「検察官の説明なしでの検審起訴議決」も害査会議が開かれな

かった決定的証拠 !.

8月 7日 誰が読んでも分かる"驚愕検審架空議決"の決定的証拠 !

8月 9日  「斉藤検察官が議決後検書に説明に行つた」の証人X氏は、森

ゆうこ前議員の協力者 !

8月 10日  検察操造報告書流出の意図 !「架空議決説」を否定する動き

か?

8月 H tt X氏 (森前議員協力のフイクサー)力
'一

市民Tに語った l「検

察捏造報告書をロシアサーパー通し八本氏に流したのは私です」

8月 12日 .X氏提供の重大情報「検察官の議決前検審説明なし」は、「架

空議決」でしか起こりえない !

0012/023
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とぃうふうに連日架空議決説を取り上げており、被告プログを普通に読んでいれ

ば、被告の「架空議決説」の内容は、被告エントリー3を読む前に既に頭に入つ

ているものである。仮に、被告エントリー3から読み始めた人がいたとしても、

「『審査員はいないJとの意見を持つていた」つていつたいどういうことなのだ

ろうかと疑間を抱けば、被告プログの平成25年 7月から8月にかけてのエント

リーにあたるはずであり、そうすれば、「小沢判決の直前J以前に原告が採用し

ていたとされる「架空議決説」の荒唐無稽ぶりを知ることとなるのである。

さらに、被告エントリー3の「週刊ポスト4月 5日号.pd珀 との記載部分から

は、週刊ポスト4月 3日号の50頁ないし53頁の誌面をスキヤンして作成したと

おぼしきpdfフ アイルにリンタが貼つてある (甲 4ないし5)。 これを読むこと

によつても、被告の
'晴

璽哺即哺l」 の荒唐無稽ぶりを知ることができる。

このように、被告エントリー3の上記記載は、原告が「小沢判決の直前」以

前は、被告の荒唐無稽な「架空議決説Jを支持しており、「架空議決説」に則つ

て被告とともに最高裁判所と戦つていた旨の事実を摘示するものである。

5 また、被告エントリー3においては、「今年の3月森前議員のプレーンX氏

は、「自分が捏進報告書をロシアのサーパーを通し八本啓代氏に流した』と一市

民Tに告げた。このように検察の捏造報告書誘導説を広めて、最高裁の犯罪を消

そうとしているように見えた。Jとの記載がある。「～ように見えた」との言い

回しは、,その前の師の内容が推論であることを示すものである。

「<最高裁を追及する政治家は全滅した>」 との小見出しで始まる一連の意味

段落の主題は原告に関するものであるから、上記記載は、原告が「検察の捏造報

告書誘導説を広めて、最高裁の犯罪を消そうとしている」との事実を摘示するも

のである (原告が「「検察の捏造報告書誘導説を広めて、最高裁の犯罪を消そう

としている」か否かは証拠等によって決することができる事実である。)。 な

お、こ.こ でいう「最高載の犯罪」というのが「検察審査員が選ばれていないの

に、検察審査会で小沢議員を強制起訴すべきとの議決が通つたかのように偽装し

たことJを指すことは、被告プログの平成25年7月 ないし8月 のエントリーまた

はリンク先の週刊ポストの記事を読めば明らかである。).

三 日告の社会的層目の低下

1 まず、二において、本件エントリー 1ないし3により摘示がなされたことが明

らかとなった事実を列挙してみる。

・  「原告が、実際には小沢一郎議員の強制起訴議決が架空であると知つてお

り、そのことをもって最高裁判所を追及していたのに、早く小沢氏の無罪判決

00i3/023
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が欲しかつたために、『検察の捏造報告書による誘導のせいで上記強制議決が

なされた』ということにしてしまった」

・  「/Jヽ沢議員の強制起訴議決は実際にはなかったのにあつたことにして最高裁

事務総局の責任追及を中止し、その代わり、それが真実でないことを知りなが

ら、検察が捏造報告書により検察審査員を誘導したために起訴議決がなされて

しまったというストーリーを作りあ|ス 流布させた」

ヮ 「 申 告書』の入手に原告が関与していた」

。 「X氏が八木氏に握造報告書を届けたのは原告の指示によるものだ」

・  曜 造報告書を流出させた犯行グループの中に原告がいる」

・ 「『審査員が存在し、報告書で誘導された」と国民を題すために、原告が捏

造報告書を八木氏に流出させ、八木氏とともに騒いだ」

U 「/J訳判決直前以前は、原告は、荒唐無稽な架空議決説を掲げて、被告とと

もに最高裁判所と戦つていた」

。 「原告が、検察の捏造報告書誘導説を広めることで、 R検察審査員が選ばれ

ていないのに、検察審査会で小沢議員を強制起訴すべきとの議決が通つたかの

ように偽装した』という最高栽の
― をごまかそうとしている」

流出した「捏造報告書」の元ネタが、検察審査会において示されたものなの

か、公判廷において示されたものなのか、あるいは、公判の準備のために検察か

ら弁護人に写しが交付されたものなのかは分からない。ただ、検察審査会におい

て示されたものだとすれば、その入手経路は、検察審査員、補充員、審査補助員

のいずれかということになるが、検察審査会法44条 1項によれば、検察審査

員、補充員、審査補助員が職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲

役又は50万円以下の罰金に処するものとされている。公判廷において示された

ものだとすれば、これを保管しているのは、検察庁、裁判所、または小沢議員本

人若しくはその弁護人ということになるが、未確定の刑事訴訟に関する訴訟記録

は秘
―

として保管をされているから、裁判官、検察官、または裁判所もしく

は検察庁の職員がこれを第三者に提供することは国家公務員法違反 (秘密漏洩

罪)となるし、原告がこれをそそのかしたのだとすれば、国家公務員法101条に

より原告自体が犯罪を犯したことになつてしまう。また、被告人であつた小沢議

員自身から原告が受け取った場合、小沢議員が刑事訴訟法281条の5の目的外使

用罪に間われることになるし、その弁護人から提供を受けた場合には、その主観

的要素次第では、弁護人が目的外使用罪に間われることになる。そのいずれであ

っても、原告による働きかけの程度が強ければ、その共犯としての刑事責任を問

-13‐
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われる可能性がある。いずれにせよ、捏造報告書の入手に原告が関与していたと

の被告の事実摘示は、原告が犯罪に関与していたとの事実摘示をしているものな

のである。薄弱な根拠により、名指しで犯罪に関与していると公言されて、それ

でもなお原告の名誉が毀損されていないなんでことがありうるはずがない。

また、「捏造報告書」には著作物性があることは明らかであるから、これを

その著作者 (国)の許議を得ずに複製したり、サーバにアツプロードしたり、メ

ールで送信したりすれば、著作権侵書罪に当たることは明らかである。したがつ

て、原告がX氏に指示をして「担造報告書」を八木氏に届けさせただの流出させ

ただのという被告による事実摘示は、1原告がX氏に指示して犯罪を犯させたとい

っていることになるのである。これが、原告の名誉を毀損することは当然のこと

である。

また、小沢判決直前以前は、原告が荒―
な架空議決説を掲げて、被告とと

もに最高裁判所と戦つていたという事実摘示は、原告が「架空議決説」なる愚に

もつかない陰課論に乗つかつて最高裁と戦つていたはた迷惑な人間であり、精神

が正常であるかも疑われる存在であることを示している。政治家にとって、愚に

もつかない陰謀諭に乗せられる、精神の正常さすら疑われる人間であるとの評価

は致命的なものであり、そのような評価を押しつけられることは原告の名誉を大

いに損ねるものである。

また、小沢議員を無罪とするために、最高裁と裏取引をして、最高裁事務総局

への責任追及を中止したとの事実摘示は、原告がそのような汚い手を使う政治家

であるとの評価を呼ぶことになる。原告のような市民派の政治家は、一般に清廉

潔白性を期待されており、そのような政治家である原告にとってそれは、支持者

の期待を裏切るものであり、その社会的評価を低下させるものである。

また、原告が (真実ではないと知りながら)捏造報告書誘導説を流して市民を

用したとの事実捕示は、原告がそのような汚い手を使う政治家であるとの評価を

呼ぶことになる。原告のような市民派の政治家は、 ‐般に清廉潔白性を期待され

ており、そのような政治家である原告にとってそれは、支持者の期待を裏切るも

のであり、その社会的評価を低下させるものである。

以上の通り、被告エントリー 1ないし3に より、原告の名誉が毀損されたこ

とは明らかである。

第二 真実性の抗弁の不存在

― 真実と僣ずる正当な理由の不存在
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1 原告が架空議決説を採用していたとの誤解について

平成23年 6月 30日付けの検察審査会調査報告書 (乙第10号証)の 3頁日に

は、「幽霊審査会ではないのか?????」 との記載はあるが、その下に下向き

矢印が置かれ、「書査員選定くじ引きソフトを調査」との記載がある。したが

って、「幽霊審査会ではないのか?????」 との記載は、審査員選定くじ引き

ソフトを調査した理由を示すものであって、この報告書を作成した時点での原告

の認識を示したものでないことは明らかである。そして、原告は、審査員選定記

事引きソフトの側に問題があつたという結論を導いている (4～ 5頁)。 そし

て、同報告書の9枚目をみれば、上記時点において原告は、民主党代表選挙の直

前である9月 14日に起訴議決を急遠したことに伴い、ミスが生じたという結論

に達していたことが分かる。すなわち、この時点で原告が、「そもそも検察審査

員は選定されていない」という架空議決説を採つていなかったことは明らかであ

る.

2 捏造報告書の流出について

「俺がロシアのサーパに流した」とX氏が言つたとする根拠は、鳴海崇記者

の電子メール (乙46号証)以外にはなく、原告がそれを指示したとする根拠資

料及び捏造報告書の入手に原告が関与したことを示す根拠資料は何一つない。

しかしご鳴海記者の陳述書によれば、被告は上記メールを受け取る以前から

「XIさんから『俺が流出させた』と聞いた」と話していたとのことであり、鳴

海記者はそのことを思い出して、被告をなだめるために話を合わせただけとのこ

とである (鳴海記者は、「俺が流出させたJと XI氏から聞いたことはないとし

ている。)。 また、鳴海記者は、「メ さんから『俺が流出させた』と聞い

た」という話を被告以外の人にしたことはないとしているから、被告は、上記メ

ールを受け取る前から、根拠もなしに、「メ さんから『俺が流出させた』と

聞いた」という酷を吹聴していたものと思料される。

また、乙第46号証の電子メールにあるとおりにX氏が「インテリジェン

ス」関係の仕亨に就いている人であつたならば、被告や鳴海記者に「俺がロシア

のサーバに流した」などと打ち明けるはずがないことは常識的に分かることであ

るから、上記電子メ上ルの記載内容のうち、少なくとも「Xlさんから『俺が

流出させた』と問いたJとの部分に信ぴよう性がないことは明らかである。

したがって、原告の関与の元燿造報告書を入手した上で、原告がJC氏に指示

をして、これを流出させたと信ずるに足りる相当の理由は存在しないご
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3 裏取引について

原告が、'小沢氏について無罪判決を出してもらうために、最高裁と裏取引を

し、その結果、架空議決説を取り下げて、捏造報告書誘導説に切り替えたという

ことを示す証拠資料は何一つない。

二 目的

被告がこのような虚偽内容のエントリーを公開した目的は何だろうか。

単純に精神疾患に由来するものだとすれ:よ そこには公益日的はない。

八木啓代氏の陳述書によれ:彙 被告は、参議院選挙の直前である平成25年 5月 の

段階で既に       .

捏造報告書の件ですカミ ロシアサーパーを通じて八木さんに捏造報告書を流した

者を私はよく知っていまt
名前素性は本人及び私の身の安全のため明かせません。

森ゆうこ議員ととても近い人とだけ言っておきま丸

森議員は自分の本でも rロ シァサ_バ_から流れた」ととぼけていますが、森議

員はこのことを知つているはずで丸 いや森議員が流させたのかも知れません。

森ゆうこ議員に近い方が何故ねつ造報告書を流したかは、政えて私から申し上げ

ません。

想像すればわかることと思いま九

との内容の電子メールを送信していたとのことであり (甲第19号証、とりわけ添

付資料1)、 また、原告の陳述書 (甲第20号証)によれば、「参院選直後に複数

の知人から、「選挙中ほ選挙妨害になるから出来なかったが選挙が終わっ

たので森ゆうこの政治生命を断つまでこれから外に向かって徹底的にやる」
と被告が言っているという心配のお電話を頂載したとのことであるから、
怨恨目的である可能性も否定しきれ嗅 その場合、公益目的がないことは明
らかである。

また、被告は、架空議決説に基づく「最高裁の罠」という書籍を出版して

おり、また、同書籍にまつわる有料イベント等も開催しているから、その宣

伝のために、前参議委員議員であり、前生活の党の党首であり、小沢議員

に対する強制起訴決議問題で最も活躍した原告の知名度を利用したとも考

えられ、その場合も公益目的は認められない。
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